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一九五七年岸訪米における二段階安保改定構想の検討

一
九
五
七
年
岸
訪
米
に
お
け
る
二
段
階
安
保
改
定
構
想
の
検
討

鍛　
　

治　
　

一　
　

郎

は
じ
め
に

第
一
章　

岸
の
政
治
目
標

第
二
章　

岸
政
権
の
準
備
作
業

第
三
章　

米
国
の
反
応
と
岸
訪
米

お
わ
り
には

じ
め
に

　

本
稿
は
、
岸
信
介
首
相
の
一
九
五
七
年
の
訪
米
に
お
け
る
二
段
階
の
安
保
改
定
構
想
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

岸
は
、
戦
後
、
自
主
憲
法
の
制
定
を
一
貫
し
て
主
張
し
、
首
相
時
代
に
は
安
保
改
定
に
取
り
組
む
な
ど
、
そ
の
政
治
活
動
に
お
い
て

日
本
の
「
独
立
の
完
成
」
に
情
熱
を
そ
そ
い
だ
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
国
際
政
治
学
者
の
原
彬
久
氏
に
よ
れ
ば
、
岸
は
、
安
保
条
約

を
相
互
防
衛
条
約
へ
と
き
り
か
え
る
構
想
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
岸
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
な
ど
を
も
と
に
原
氏
は
、
一
九
六
〇

年
に
自
身
が
つ
く
り
あ
げ
た
新
安
保
条
約
に
対
し
岸
は
満
足
し
て
お
ら
ず
、
安
保
改
定
を
て
こ
に
海
外
派
兵
を
可
能
に
す
る
よ
う
憲
法

を
改
め
、
そ
の
う
え
で
相
互
防
衛
条
約
を
つ
く
り
あ
げ
る
構
想
を
抱
い
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
1
）
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ま
た
、
外
交
史
家
の
坂
元
一
哉
氏
は
、
一
九
五
七
年
の
訪
米
の
際
、
岸
が
二
段
階
の
安
保
改
定
構
想
、
す
な
わ
ち
最
初
は
補
助
的
取

り
決
め
な
ど
で
旧
安
保
条
約
の
不
備
を
是
正
し
て
い
き
、
国
民
の
支
持
を
集
め
た
う
え
で
憲
法
改
正
を
お
こ
な
い
、
相
互
防
衛
条
約
へ

と
安
保
を
き
り
か
え
る
構
想
を
持
っ
て
い
た
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
五
八
年
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
（D

ouglasM
acA

rthur

II

）
駐
日
米
国
大
使
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
り
岸
が
安
保
改
定
を
決
断
し
、
憲
法
改
正
を
実
現
し
た
う
え
で
安
保
改
定
を
お
こ
な
う

と
い
う
当
初
の
構
想
を
転
換
し
た
こ
と
が
、
か
え
っ
て
そ
の
後
の
憲
法
改
正
と
相
互
防
衛
条
約
化
の
実
現
を
困
難
に
し
た
と
い
う
逆
説

を
論
じ
た
。

　

他
方
で
、
こ
う
し
た
岸
の
政
治
目
標
へ
の
や
や
異
な
る
と
ら
え
方
も
存
在
す
る
。
政
治
学
者
の
河
野
康
子
氏
は
、
一
九
五
四
年
の
参

議
院
の
海
外
出
動
禁
止
決
議
や
、
国
会
に
お
け
る
集
団
的
自
衛
権
に
関
す
る
解
釈
の
確
立
、
一
九
五
七
年
に
岸
政
権
が
憲
法
改
正
の
め

ど
と
し
て
一
〇
年
の
期
間
を
示
唆
し
て
い
る
事
実
を
重
視
し
、
憲
法
改
正
を
と
も
な
わ
な
い
安
保
改
定
が
岸
の
と
り
え
た
唯
一
の
方
法

で
あ
り
、
岸
が
自
身
の
政
権
で
憲
法
改
正
を
実
現
さ
せ
る
つ
も
り
だ
っ
た
か
ど
う
か
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

　

た
し
か
に
岸
は
憲
法
改
正
と
相
互
防
衛
条
約
を
の
ぞ
み
つ
つ
、
そ
の
実
現
を
長
い
目
で
考
え
て
い
た
と
回
顧
し
て
い
る
。
岸
は
原
氏

と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
言
葉
を
の
こ
し
て
い
る
。

　
「
憲
法
改
正
に
つ
い
て
は
改
正
手
続
き
そ
の
も
の
が
非
常
に
難
し
い
状
況
で
す
か
ら
、
そ
う
簡
単
に
こ
れ
が
で
き
る
わ
け
で
は
な

い
。
日
米
対
等
の
意
味
に
お
け
る
真
の
相
互
防
衛
条
約
を
、
つ
ま
り
双
務
的
義
務
を
日
本
が
履
行
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
い
ま
の
憲
法

は
不
適
当
で
あ
り
、
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
民
に
、
憲
法
改
正
が
必
要
で
あ
り
、
憲
法
改
正
を
す
べ
き
で
あ
る
、
あ
る
い

は
改
正
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
と
い
う
気
持
ち
を
起
こ
さ
し
め
る
よ
う
な
宣
伝
、
教
育
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
覚
悟
し

て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
安
保
改
定
を
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
憲
法
改
正
が
で
き
る
な
ど
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。」

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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で
は
、
そ
の
よ
う
な
長
期
的
視
野
の
な
か
で
、
岸
は
一
九
五
七
年
の
二
段
階
の
安
保
改
定
構
想
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
、
岸
は
五
年
を
め
ど
に
憲
法
改
正
を
お
こ
な
い
、
相
互
防
衛
条
約
を
実
現
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
さ
れ
る

が
、
そ
の
構
想
で
岸
は
ど
の
よ
う
な
見
通
し
を
も
っ
て
憲
法
改
正
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
稿
は
、
こ
う
し
た
関
心
を
背
景
に
、
岸
の
戦
後
の
政
治
活
動
に
お
け
る
安
保
条
約
や
憲
法
改
正
に
対
す
る
考
え
を
整
理
し
つ
つ
、

一
九
五
七
年
の
訪
米
に
お
け
る
二
段
階
の
安
保
改
定
構
想
を
、
と
く
に
、
憲
法
改
正
へ
の
取
り
組
み
を
中
心
に
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

本
章
の
構
成
は
以
下
に
な
る
。
ま
ず
第
一
章
で
政
界
復
帰
後
に
お
け
る
岸
の
政
治
目
標
を
、
憲
法
や
安
全
保
障
に
対
す
る
考
え
を
中
心

に
整
理
す
る
。
そ
し
て
第
二
章
で
一
九
五
七
年
の
訪
米
を
ま
え
に
し
た
、
岸
政
権
内
の
二
段
階
安
保
改
定
構
想
の
内
容
を
検
討
す
る
。

第
三
章
で
岸
政
権
の
構
想
に
対
す
る
米
国
の
反
応
と
訪
米
の
結
果
を
論
じ
、
お
わ
り
に
で
二
段
階
安
保
改
定
構
想
に
お
け
る
憲
法
改
正

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

第
一
章　

岸
の
政
治
目
標

　

巣
鴨
か
ら
出
所
し
、
戦
後
の
政
界
に
復
帰
し
た
岸
が
、
自
身
の
政
治
目
標
と
し
て
自
主
憲
法
の
制
定
と
、
自
主
防
衛
の
確
立
を
か
か

げ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
九
五
二
年
四
月
に
、
岸
を
会
長
と
し
て
発
足
し
た
日
本
再
建
連
盟
は
、
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
ひ

と
つ
と
し
て
「
国
民
の
創
意
に
基
き
、
憲
法
を
改
正
し
独
立
体
制
を
整
備
す
る
」
こ
と
を
あ
げ
た
。
日
本
再
建
連
盟
の
運
動
自
体
は
結

成
直
後
の
一
〇
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
惨
敗
す
る
こ
と
で
挫
折
す
る
が
、
岸
は
そ
の
後
の
政
治
活
動
に
お
い
て
も

連
盟
の
運
動
方
針
を
う
っ
た
え
続
け
た
。

　

紆
余
曲
折
を
へ
て
、
吉
田
茂
首
相
が
率
い
る
自
由
党
に
入
党
し
た
岸
は
、
一
九
五
三
年
四
月
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
出
馬
・
当
選

す
る
。
自
由
党
議
員
と
な
っ
た
あ
と
も
岸
は
、
自
主
憲
法
・
自
主
防
衛
の
実
現
を
主
張
し
た
。
憲
法
を
「
民
族
の
魂
」
の
表
現
と
考
え

（
5
）

（
6
）

（
7
）
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る
岸
に
と
っ
て
「
吾
々
国
民
の
自
由
意
思
に
基
く
吾
々
の
憲
法
」
を
つ
く
る
こ
と
は
「
民
族
的
自
信
と
独
立
の
気
魄
を
取
り
戻
す
」
た

め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
祖
国
を
吾
々
の
手
に
依
つ
て
防
衛
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
独
立
国
と
し
て
当
然
の
義
務
で
あ
る

と
同
時
に
権
利
」
で
あ
っ
た
。

　

右
の
よ
う
な
考
え
を
持
つ
岸
に
と
っ
て
、
吉
田
が
結
ん
だ
旧
安
保
条
約
は
不
満
の
お
お
き
い
条
約
だ
っ
た
。
一
九
五
一
年
九
月
に
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
結
ば
れ
た
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
」（「
旧
安
保
条
約
」）
は
、
日
本
や
極
東
の

安
全
保
障
の
た
め
、
独
立
後
も
引
き
続
き
米
軍
が
日
本
に
駐
留
す
る
内
容
の
条
約
で
あ
る
が
、
米
国
の
対
日
防
衛
義
務
が
明
記
さ
れ
て

お
ら
ず
、
ま
た
国
際
連
合
と
の
関
係
が
不
明
瞭
で
あ
り
、
条
約
期
限
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
な
ど
、
日
本
に
と
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
不
備
を

も
っ
て
い
た
。
条
約
批
准
後
、
条
約
局
長
と
し
て
国
会
で
安
保
条
約
関
連
の
答
弁
に
た
っ
た
下
田
武
三
は
、
旧
安
保
の
欠
陥
を
①
米
国

の
日
本
防
衛
義
務
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
②
条
約
期
限
が
あ
い
ま
い
。
③
国
連
憲
章
と
の
関
係
が
不
明
確
。
④
在
日
米
軍
の
極
東
の

平
和
と
安
全
の
維
持
の
た
め
に
執
る
行
動
へ
の
日
本
側
の
チ
ェ
ッ
ク
手
段
が
な
い
。
⑤
日
本
国
内
の
内
乱
や
騒
じ
ょ
う
に
日
本
政
府
の

要
請
に
基
づ
き
在
日
米
軍
が
鎮
圧
で
き
る
。
⑥
日
本
が
第
三
国
に
基
地
供
与
そ
の
他
の
便
宜
を
は
か
る
さ
い
に
、
米
国
の
事
前
同
意
を

要
す
る
。
以
上
の
六
点
の
内
容
に
整
理
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
条
約
交
渉
の
担
当
者
で
あ
っ
た
西
村
熊
雄
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、「
駐

軍
協
定
の
色
彩
が
つ
よ
い
」
条
約
で
あ
り
、
日
本
国
内
で
お
お
き
な
不
満
を
呼
ん
だ
。

　

岸
も
、
そ
の
よ
う
な
「
駐
軍
協
定
」
で
あ
る
旧
安
保
条
約
に
対
す
る
不
満
を
共
有
す
る
一
人
で
あ
っ
た
。
岸
は
「
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ

つ
て
防
衛
さ
れ
て
い
る
た
め
に
不
平
等
な
條
約
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
獨
立
國
の
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
」
と
旧

安
保
条
約
を
批
判
し
、「
自
分
の
力
で
自
分
の
國
の
獨
立
を
守
る
」
自
主
防
衛
を
か
さ
ね
て
主
張
し
た
。

　

た
だ
し
、
そ
の
岸
も
米
国
と
の
安
全
保
障
協
力
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
五
四
年
に
岸
が
自
由
党
憲
法
調
査
会
長
と

し
て
ま
と
め
た
「
日
本
国
憲
法
改
正
案
要
綱
」
は
、「
国
の
安
全
と
防
衛
」
の
章
に
て
「
国
力
に
応
じ
た
最
小
限
度
の
軍
隊
」
の
設
置

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）
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を
う
た
う
と
同
時
に
、
前
文
に
て
「
国
際
的
平
和
の
組
織
並
に
集
団
防
衛
体
制
に
参
加
す
る
旨
」
を
あ
き
ら
か
に
し
、
米
国
と
の
安
全

保
障
協
力
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
五
四
年
一
一
月
に
、
反
吉
田
の
保
守
勢
力
を
あ
つ
め
た
日
本
民
主
党
が
結
成
さ
れ
る
が
、

岸
は
幹
事
長
と
し
て
そ
の
政
策
大
綱
を
ま
と
め
、
憲
法
改
正
や
自
主
防
衛
体
制
の
整
備
、
在
日
米
軍
の
逐
次
撤
退
と
と
も
に
、「
現
行

の
日
米
安
全
保
障
条
約
を
双
務
的
条
約
に
改
訂
す
る
」
こ
と
を
か
か
げ
た
。
岸
は
こ
の
と
き
を
回
顧
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
日
本
の
安
全
保
障
の
一
切
を
ア
メ
リ
カ
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
日
本
の
独
自
性
と
い
う
も
の
を
持
た
な
け
れ

ば
い
か
ん
、
と
い
う
の
が
立
党
の
精
神
で
し
た
。
し
か
し
、
日
本
は
自
国
だ
け
の
単
一
の
力
で
は
そ
れ
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
ア

メ
リ
カ
と
の
安
保
条
約
は
必
要
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
安
保
条
約
は
、
あ
く
ま
で
も
日
本
が
自
主
的
に
防
衛
す
る
と
い
う
こ
と
が
基
本

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
と
対
等
の
条
約
を
つ
く
る
、
そ
う
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。」

　

つ
ま
り
、
憲
法
改
正
と
自
衛
力
の
整
備
と
と
も
に
、
在
日
米
軍
の
撤
退
を
う
な
が
し
、
日
本
に
と
っ
て
よ
り
対
等
な
内
容
の
安
保
条

約
を
米
国
と
取
り
結
ぶ
こ
と
が
岸
の
政
治
目
標
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
岸
が
戦
後
政
治
の
表
舞
台
に
お
ど
り
で
た
と
き
、
こ
う
し
た
岸
の
政
治
目
標
の
実
現
は
厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
た
。
ま

ず
憲
法
改
正
の
実
現
が
困
難
と
な
り
始
め
て
い
た
。
岸
が
与
党
幹
事
長
と
し
て
は
じ
め
て
指
揮
を
と
っ
た
一
九
五
五
年
二
月
の
衆
議
院

議
員
総
選
挙
で
は
、
日
本
民
主
党
は
第
一
党
に
な
っ
た
も
の
の
、
左
右
社
会
党
な
ど
、
憲
法
改
正
反
対
の
勢
力
が
衆
議
院
の
議
席
の
三

分
の
一
を
超
え
た
。
そ
し
て
、
保
守
勢
力
が
合
同
し
、
自
由
民
主
党
が
結
党
さ
れ
て
は
じ
め
て
迎
え
た
国
政
選
挙
で
あ
る
一
九
五
六
年

六
月
の
参
議
院
議
員
選
挙
で
も
日
本
社
会
党
な
ど
の
反
改
憲
勢
力
は
三
分
の
一
を
確
保
し
た
。
こ
の
参
議
院
議
員
選
挙
は
憲
法
改
正
が

争
点
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
選
挙
結
果
を
う
け
、
幹
事
長
で
あ
る
岸
は
「
社
会
党
の
勝
利
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
、
憲
法
改

（
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正
が
「
少
な
く
と
も
三
年
以
内
に
は
出
来
な
い
」
こ
と
を
認
め
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
旧
安
保
条
約
の
改
定
に
も
大
き
な
ハ
ー
ド
ル
が
存
在
し
て
い
た
。
一
九
五
五
年
八
月
、
鳩
山
政
権
の
重
光
葵
外
相
が

訪
米
し
、
米
国
に
対
し
旧
安
保
条
約
の
改
定
を
打
診
し
た
。
こ
の
と
き
重
光
は
、
日
米
安
保
を
、
西
太
平
洋
を
条
約
区
域
と
す
る
相
互

防
衛
条
約
に
改
め
、
在
日
米
軍
を
漸
次
撤
退
さ
せ
る
試
案
を
準
備
し
て
い
た
。
し
か
し
、
重
光
の
提
案
を
米
国
側
の
ダ
レ
ス
（John

FosterD
ulles

）
国
務
長
官
は
「
木
で
鼻
を
く
く
る
よ
う
な
無
愛
想
な
態
度
」
で
拒
否
し
た
。
ダ
レ
ス
が
重
光
の
提
案
を
拒
否
し
た

理
由
の
ひ
と
つ
に
、
他
国
と
安
全
保
障
取
り
決
め
を
む
す
ぶ
際
の
米
国
の
基
本
方
針
が
関
係
し
て
い
た
。
米
国
は
一
九
四
八
年
の
上
院

決
議
（
ヴ
ァ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
決
議
）
に
も
と
づ
き
、
米
国
と
相
互
的
な
防
衛
条
約
を
む
す
べ
る
国
を
、「
継
続
的
・
効
果
的
な
自
助
及

び
相
互
援
助
」
を
な
し
え
る
国
家
に
限
定
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
ダ
レ
ス
は
重
光
に
対
し
、「
自
衛
力
が
完
備
し
憲
法
が
改
正
さ
れ

れ
ば
始
め
て
新
事
態
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
日
本
側
の
準
備
不
足
を
難
詰
し
た
の
で
あ
る
。

　

旧
安
保
条
約
が
日
本
に
と
っ
て
不
平
等
な
条
約
と
な
っ
た
の
も
、
そ
う
し
た
米
国
側
の
事
情
が
作
用
し
て
い
た
。
一
九
五
一
年
二
月
、

当
時
、
対
日
講
和
問
題
担
当
特
使
で
あ
っ
た
ダ
レ
ス
は
自
身
の
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
、
日
本
が
憲
法
を
改
正
し
、
い
つ
ま
で
に
ど
れ
だ
け

の
数
の
師
団
を
そ
ろ
え
る
か
と
い
っ
た
約
束
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
米
国
も
具
体
的
な
約
束
が
で
き
る
と
発
言
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
旧
安
保
条
約
の
不
備
を
と
り
の
ぞ
く
よ
う
な
日
米
対
等
の
条
約
を
つ
く
る
に
は
、
憲
法
を
改
正
し
、
日
本
の
海
外
派
兵

を
可
能
に
し
て
、
日
米
の
相
互
防
衛
を
実
現
す
る
。
そ
れ
が
米
国
の
条
件
で
あ
っ
た
。
岸
に
と
っ
て
、
少
な
く
と
も
憲
法
改
正
に
関
す

る
限
り
そ
う
し
た
米
国
の
条
件
は
自
身
の
政
治
目
標
と
あ
る
程
度
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
憲
法
改
正
が
困
難
と
な
り
、
ま

た
海
外
派
兵
に
対
し
て
世
論
の
強
い
反
発
が
あ
る
状
況
で
は
、
そ
う
し
た
米
国
の
条
件
の
ハ
ー
ド
ル
は
岸
に
と
っ
て
高
い
も
の
で
あ
っ

た
。
岸
は
、
一
九
五
四
年
一
二
月
の
鳩
山
政
権
の
成
立
直
後
に
は
や
く
も
、
憲
法
改
正
に
は
慎
重
に
取
り
組
み
、
す
ぐ
に
は
改
正
に
着

手
し
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
の
ち
に
重
光
訪
米
の
教
訓
と
し
て
、
ダ
レ
ス
の
厳
し
い
態
度
が
強
く
印
象
に
残
り
、「
米
国

（
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の
意
向
を
十
分
に
探
っ
た
上
で
な
け
れ
ば
、『
改
定
し
ま
す
』
と
う
か
つ
に
言
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
。

　

お
な
じ
く
外
務
省
（
欧
米
局
）
も
、
重
光
訪
米
の
直
後
、「
安
保
条
約
の
更
改
並
に
在
日
米
陸
上
部
隊
の
全
面
的
撤
収
（
補
給
部
隊

を
含
む
）
を
可
能
な
ら
し
め
る
如
き
計
画
を
今
直
ち
に
考
慮
す
る
こ
と
は
、
実
行
不
可
能
な
机
上
プ
ラ
ン
を
意
味
す
る
以
外
の
何
物
で

も
な
い
」
と
述
べ
、「
寧
ろ
こ
の
際
は
我
方
の
能
力
の
限
界
内
に
お
い
て
確
実
な
実
行
性
の
あ
る
計
画
を
樹
立
す
る
こ
と
を
も
つ
て
満

足
す
べ
き
で
あ
る
」
と
、
重
光
訪
米
の
失
敗
を
概
観
し
た
。
そ
し
て
鳩
山
政
権
の
末
期
に
お
い
て
、「
平
等
化
と
い
つ
て
こ
れ
を
相
互

防
衛
条
約
の
ご
と
き
も
の
と
す
る
こ
と
は
わ
が
国
憲
法
上
そ
の
他
の
困
難
多
く
長
年
月
を
要
す
る
」
た
め
、
在
日
米
軍
の
配
備
に
関
す

る
事
前
協
議
制
の
導
入
な
ど
の
「
実
質
的
な
面
に
お
け
る
平
等
化
の
措
置
」
を
講
ず
べ
き
と
い
う
方
針
を
考
案
し
て
い
た
。

　

一
九
五
七
年
二
月
に
岸
は
政
権
の
座
に
つ
き
、
安
保
改
定
を
自
身
の
政
権
課
題
と
位
置
づ
け
る
。
一
方
で
旧
安
保
条
約
へ
の
日
本
国

内
の
不
満
が
あ
り
、
他
方
に
安
保
改
定
の
た
め
の
米
国
の
条
件
が
あ
る
な
か
で
、
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
岸
政
権
は
さ
ま
ざ
ま
な
計

画
を
準
備
し
て
い
っ
た
。

第
二
章　

岸
政
権
の
準
備
作
業

　

病
気
辞
任
し
た
石
橋
湛
山
の
あ
と
を
う
け
て
政
権
を
獲
得
し
た
岸
は
、
さ
っ
そ
く
旧
安
保
条
約
の
見
直
し
に
着
手
し
た
。
後
年
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
と
、
岸
は
石
橋
政
権
の
外
相
と
な
っ
た
時
点
で
既
に
安
保
改
定
を
自
身
の
政
策
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
、
首
相
と

な
っ
て
か
ら
外
務
省
に
具
体
的
な
指
示
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
。

　

岸
の
指
示
を
受
け
た
外
務
省
は
検
討
作
業
に
取
り
組
み
、
ふ
た
つ
の
改
定
試
案
を
つ
く
り
あ
げ
た
。
ま
ず
三
月
一
一
日
に
で
き
た
の

が
「
日
米
安
全
保
障
条
約
改
訂
案
」（
以
下
、
第
一
案
と
呼
ぶ
）
で
あ
る
。
こ
の
第
一
案
は
、
旧
安
保
条
約
の
本
文
を
手
直
し
し
、
あ

る
い
は
新
た
な
条
文
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
、
日
本
に
と
っ
て
不
平
等
な
条
項
を
取
り
除
く
内
容
と
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
在
日
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米
軍
の
使
用
に
は
日
本
側
の
事
前
同
意
を
要
す
る
規
定
が
く
わ
え
ら
れ
（
第
二
条
）、
条
約
と
国
際
連
合
の
関
係
も
明
確
に
な
り
（
第

三
条
や
第
六
条
）、
日
本
側
の
意
思
の
み
で
一
年
後
条
約
を
廃
棄
で
き
る
よ
う
に
な
り
（
第
七
条
）、
内
乱
条
項
な
ど
が
削
除
さ
れ
た
。

　

日
米
の
防
衛
協
力
を
定
め
た
条
項
は
第
四
条
に
お
か
れ
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
文
面
で
米
国
の
対
日
防
衛
義
務
を
設
定
し
た
。

「
各
締
約
国
は
、
日
本
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
を
自
国
の
平
和
及
び
安
全
を
危
く
す
る
も
の
と
認
め
、
自
国
の
憲
法
上

の
手
続
に
従
つ
て
共
通
の
危
険
に
対
処
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。」

　

条
約
局
が
作
成
し
た
改
訂
案
の
説
明
に
よ
る
と
、
こ
の
第
一
案
は
「
い
わ
ゆ
る
相
互
防
衛
方
式
を
と
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

日
本
に
つ
い
て
だ
け
共
同
防
衛
方
式
を
と
ろ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
こ
の
「
相
互
防
衛
関
係
は
、
い
わ
ば
日
本
と
在
日
米
軍
と
の

間
に
成
立
す
る
と
み
る
べ
き
」
と
解
説
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
案
は
、
日
本
と
米
国
が
互
い
の
領
域
を
守
り
あ
う
意
味
で
の
相
互
防

衛
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
日
本
の
防
衛
に
日
米
が
協
力
し
あ
う
、
と
い
う
形
式
に
な
る
。
条
約
局
は
、
相
互
防
衛
条
約
を
断
念
し
た
理

由
と
し
て
憲
法
問
題
を
あ
げ
、
現
行
憲
法
の
解
釈
上
、
日
本
が
で
き
る
こ
と
は
「
自
国
の
防
衛
の
た
め
他
国
の
助
け
を
か
り
う
る
と
い

う
消
極
面
に
限
ら
れ
て
い
る
」
と
判
断
し
た
。

　

こ
の
日
米
が
日
本
を
守
り
あ
う
「
共
同
防
衛
方
式
」
だ
が
、
果
た
し
て
岸
政
権
は
こ
れ
を
終
局
的
な
安
保
条
約
の
か
た
ち
と
し
て
考

え
て
い
た
の
か
。
少
な
く
と
も
第
一
案
の
内
容
や
説
明
に
お
い
て
、
将
来
の
憲
法
改
正
や
相
互
防
衛
条
約
へ
の
改
定
を
明
言
す
る
よ
う

な
条
文
や
記
述
は
存
在
し
な
い
。
あ
く
ま
で
そ
の
眼
目
は
、「
米
国
に
一
方
的
に
軍
隊
配
備
の
権
利
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
権

限
の
範
囲
も
責
任
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
」
点
な
ど
、
旧
安
保
条
約
の
不
備
を
是
正
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
第
一
案
は

（
そ
し
て
そ
の
後
の
第
二
案
も
）「
前
文
は
、
現
行
条
約
の
と
お
り
で
さ
し
つ
か
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
」
と
し
、
旧
安
保
条
約
の
前
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文
に
あ
る
、
日
本
が
「
そ
の
防
衛
の
た
め
の
暫
定
措
置
と
し
て
」
米
軍
の
駐
留
を
希
望
す
る
旨
の
条
文
を
の
こ
し
て
い
る
な
ど
、
条
約

の
暫
定
性
に
ふ
く
み
を
持
た
せ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
第
一
案
は
作
成
の
直
後
に
修
正
さ
れ
、
あ
ら
た
に
第
二
案
が
つ
く
ら
れ
る
。
こ
の
第
二
案
が
第
一
案
と
異
な
る
点
は

い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
が
「
共
同
防
衛
方
式
」
が
取
り
下
げ
ら
れ
、
代
わ
っ
て
日
本
防
衛
の
た
め
の
協
議
義
務
が
お
か
れ
た

点
だ
。
そ
れ
は
行
政
協
定
の
第
二
四
条
を
下
敷
き
に
し
た
、
次
の
よ
う
な
規
定
に
な
る
。

　
「
日
本
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
又
は
武
力
攻
撃
の
急
迫
し
た
脅
威
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
日
本
国
政
府
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政

府
は
、
日
本
国
の
防
衛
の
た
め
必
要
な
共
同
措
置
を
執
り
、
か
つ
、
こ
の
条
約
の
第
一
条
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
直
ち
に
協
議
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

　

先
行
研
究
に
よ
る
と
、「
共
同
防
衛
方
式
」
が
取
り
消
さ
れ
た
の
は
、
米
国
の
安
保
改
定
の
条
件
が
関
係
し
て
い
た
。
憲
法
問
題
の

た
め
、
第
一
案
で
相
互
防
衛
の
形
式
を
断
念
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
で
は
、
憲
法
問
題
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
米
国
は
対
日
防

衛
義
務
の
設
定
、
説
明
文
書
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
「
日
本
に
つ
い
て
だ
け
の
共
同
防
衛
方
式
」
を
認
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
米
国

に
日
本
を
守
る
義
務
を
負
わ
せ
る
な
ら
、
日
本
も
米
国
を
守
る
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
米
国
の
立
場
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
の
日
本
は
、
憲
法
問
題
を
は
じ
め
、
そ
の
よ
う
な
義
務
を
負
う
た
め
の
準
備
が
で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
で

あ
っ
た
。
憲
法
問
題
を
解
決
し
な
い
状
態
で
は
、「
日
本
に
つ
い
て
だ
け
の
共
同
防
衛
方
式
」
も
難
し
い
。
外
務
省
は
そ
う
判
断
し
、

対
日
防
衛
義
務
の
設
定
を
早
々
に
断
念
し
、
他
の
部
分
の
交
渉
に
注
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
代
わ
り
、
将
来
の
憲
法
改
正
の
実
現
を
ほ
の
め
か
す
規
定
が
、
第
二
案
の
条
約
期
限
に
お
か
れ
た
。
そ
れ
が
、
二
段
階
の
安
保

（
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改
定
構
想
で
あ
る
。
第
二
案
の
期
限
条
項
（
第
六
条
）
は
以
下
に
な
る
。

　
「
こ
の
条
約
は
、
千
九
百
六
十
二
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
効
力
を
有
す
る
。
締
約
国
の
一
方
が
条
約
を
廃
棄
す
る
希
望
を
右
の
期

限
の
一
年
前
に
通
告
し
な
い
と
き
は
、
条
約
は
さ
ら
に
一
年
間
引
き
続
い
て
効
力
を
有
し
、
こ
の
規
則
に
従
っ
て
順
次
延
長
さ
れ

る
。」

　

こ
の
、
一
九
六
二
年
七
月
三
一
日
ま
で
の
期
限
、
起
案
の
一
九
五
七
年
か
ら
数
え
れ
ば
五
年
に
な
る
が
、
五
年
の
数
字
の
意
味
に
つ

い
て
外
務
省
は
、
六
月
の
岸
の
訪
米
に
向
け
て
準
備
し
た
想
定
問
答
で
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
説
明
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
安
保
条

約
を
改
め
た
う
え
で
衆
議
院
議
員
総
選
挙
（
一
九
五
九
年
二
月
に
任
期
が
き
れ
る
）
と
二
年
後
（
一
九
五
九
年
）
の
参
議
院
議
員
選
挙

を
戦
え
ば
、
憲
法
改
正
に
必
要
な
三
分
の
二
の
議
席
を
確
保
で
き
る
。
そ
の
後
、
憲
法
改
正
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
準
備

と
実
施
の
た
め
「
若
干
余
裕
」
を
も
っ
て
三
年
は
か
か
る
。
日
本
の
防
衛
力
の
整
備
も
ふ
く
め
、
合
計
五
年
の
あ
い
だ
に
本
格
的
な
相

互
防
衛
条
約
を
つ
く
る
た
め
の
体
制
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
だ
。
つ
ま
り
、
国
会
で
憲
法
改
正
の
た
め
の
多
数
派
を
形

成
す
る
の
に
二
年
、
憲
法
改
正
の
準
備
と
実
施
に
三
年
か
か
る
と
い
う
の
が
、
岸
政
権
の
考
え
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
構
想
は
何
回
か
の
選
挙
も
想
定
し
て
考
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
注
目
す
べ
き
点
が
第
二
案
の
条
約
期
限
に

ふ
た
つ
あ
り
、
ひ
と
つ
が
、
わ
ざ
わ
ざ
期
限
を
「
千
九
百
六
十
二
年
七
月
三
十
一
日
」
と
具
体
的
な
年
月
を
指
定
し
て
い
る
点
で
あ
り
、

も
う
ひ
と
つ
が
、
そ
の
後
は
条
約
を
一
年
ご
と
に
延
長
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
年
月
の
指
定
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
参
議
院
議
員
の
選
挙
日
程
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
五
年
の
数
字

は
、
二
年
後
の
参
議
院
議
員
選
挙
を
意
識
し
て
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、「
若
干
余
裕
」
を
も
た
せ
る
た
め
に
、
さ
ら
に
三
年
を
く
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一九五七年岸訪米における二段階安保改定構想の検討

わ
え
て
五
年
と
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
一
九
五
六
年
七
月
の
参
議
院
議
員
選
挙
は
憲
法
改
正
を
す
す
め
る
う
え
で
芳
し
い
結
果

で
は
な
か
っ
た
。
自
民
党
が
七
議
席
増
の
六
一
議
席
、
総
議
席
数
が
一
二
四
、
野
党
の
社
会
党
の
議
席
は
二
一
議
席
増
加
の
四
九
議
席
、

総
議
席
数
が
八
一
だ
っ
た
。
自
民
党
の
ほ
か
に
、
保
守
系
の
会
派
と
し
て
緑
風
会
が
あ
る
が
、
同
会
は
元
貴
族
院
議
員
を
集
め
た
互
助

会
的
性
格
が
強
く
、
党
議
拘
束
を
持
た
な
か
っ
た
。
ま
た
、
保
守
系
と
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
憲
法
改
正
に
対
し
て
統
一
し
た
見
解
が

あ
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
参
議
院
の
総
議
員
数
二
五
〇
の
う
ち
三
分
の
二
が
一
六
七
議
席
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
二
年
後
に
あ

た
る
一
九
五
九
年
の
選
挙
だ
け
で
改
憲
可
能
な
議
席
数
を
確
保
す
る
の
は
、
客
観
的
に
見
れ
ば
難
し
い
状
況
だ
っ
た
。

　

そ
こ
で
意
味
を
持
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、「
若
干
余
裕
」
の
た
め
の
三
年
と
、
期
限
が
切
れ
る
一
九
六
二
年
の
「
七
月
三
十

一
日
」
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
参
議
院
議
員
の
選
挙
は
三
年
ご
と
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
九
五
九
年
の
三
年
後
、
一

九
六
二
年
の
参
議
院
議
員
選
挙
は
、
六
年
前
の
選
挙
が
七
月
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
前
後
に
お
こ
な
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。

つ
ま
り
、
五
年
の
数
字
に
は
複
数
の
選
挙
を
お
こ
な
う
ふ
く
み
も
持
た
せ
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
後
年
、
岸
は
鳩
山
政

権
の
と
き
を
回
想
し
て
、
憲
法
改
正
が
「
三
年
や
五
年
で
で
き
る
と
は
思
っ
て
い
な
ん
だ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
以
上
の
こ
と
を
考
え

る
と
、
後
者
の
、
一
年
ご
と
の
延
長
も
、
一
九
五
九
年
と
一
九
六
二
年
の
参
議
院
選
挙
の
、
さ
ら
に
あ
と
の
選
挙
、
あ
る
い
は
、
こ
ち

ら
は
解
散
権
の
問
題
で
具
体
的
な
年
月
が
定
め
ら
れ
な
い
が
、
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
複
数
回
の
実
施
も
考
慮
に
い
れ
た
数
字
で
あ
る

よ
う
に
も
思
え
る
。

　

実
際
、
岸
は
憲
法
改
正
に
あ
た
っ
て
複
数
回
の
選
挙
を
実
施
す
る
こ
と
を
当
時
お
お
や
け
に
し
て
い
た
。
一
九
五
六
年
の
参
議
院
議

員
選
挙
の
さ
な
か
、
岸
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
憲
法
改
正
に
あ
た
っ
て
複
数
の
選
挙
を
お
こ
な
う
こ
と
を
公
言
し
た
。

　
「
三
分
の
二
を
確
保
し
た
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
憲
法
改
正
を
発
議
す
る
と
い
う
考
え
は
な
い
。
憲
法
改
正
を
発
議
す
る
た
め
に

（
33
）

（
34
）

（
35
）

（
36
）

（
37
）

（阪大法学）71（3・4-373）　1063〔2021.11〕



は
憲
法
改
正
案
を
国
民
の
前
に
提
示
し
た
う
え
総
選
挙
を
行
う
と
と
も
に
も
う
一
度
参
院
通
常
選
挙
を
施
行
す
る
。」

　

た
だ
し
、
一
年
ご
と
の
延
長
の
部
分
は
、
第
二
案
作
成
の
直
後
に
修
正
さ
れ
た
。
外
務
省
は
米
国
へ
の
申
し
入
れ
を
検
討
し
た
メ
モ

の
な
か
で
、
安
保
条
約
第
四
条
を
「
五
年
間
は
確
定
的
に
有
効
で
、
そ
の
後
は
い
ず
れ
の
締
約
国
も
一
年
の
予
告
で
廃
棄
を
通
告
し
な

い
限
り
効
力
を
持
続
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
」、
つ
ま
り
五
年
の
固
定
期
限
が
過
ぎ
た
あ
と
は
無
期
限
に
続
く
よ
う
に
方
針
を
改
め
て

い
る
。
方
針
変
更
の
理
由
は
不
明
だ
が
、
一
年
ご
と
の
延
長
を
提
示
す
れ
ば
、
米
国
は
条
約
が
不
安
定
に
な
る
と
難
色
を
示
す
こ
と
が

あ
り
え
る
。
仮
に
再
調
整
の
含
み
を
持
た
せ
て
い
る
と
し
て
も
、
一
年
ご
と
の
期
限
で
、
憲
法
が
改
正
さ
れ
本
格
的
な
安
保
改
定
が
可

能
と
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
理
由
を
考
慮
に
い
れ
て
、
方
針
を
変
更
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

直
近
の
選
挙
だ
け
で
は
憲
法
改
正
の
実
現
が
難
し
い
と
考
え
複
数
の
選
挙
を
考
慮
し
、
そ
れ
に
は
五
年
以
上
か
か
る
こ
と
を
想
定
し

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
は
、
他
の
期
限
案
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
と
き
岸
政
権
は
沖
縄
・
小
笠
原
諸
島
の
施
政
権
返
還
に
も

期
限
を
つ
け
ら
れ
な
い
か
考
慮
し
て
お
り
、
そ
の
期
限
も
憲
法
改
正
の
め
ど
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

岸
政
権
は
沖
縄
に
お
け
る
「
米
国
の
施
政
権
の
行
使
に
一
定
の
期
限
を
つ
け
る
」
こ
と
を
検
討
し
、
そ
の
年
数
と
し
て
一
〇
年
を
想

定
し
て
い
た
。「
十
年
と
い
う
の
は
、
相
当
長
い
期
間
だ
か
ら
、
日
本
国
内
で
も
そ
れ
ほ
ど
歓
迎
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、

十
分
考
え
う
る
」
が
、「
大
体
妥
当
な
と
こ
ろ
か
と
思
わ
れ
る
期
間
」
で
あ
り
、「
明
確
な
期
限
を
つ
け
る
こ
と
に
は
、
相
当
の
心
理
的

効
果
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
」
と
い
う
の
が
年
数
の
根
拠
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
期
限
付
き
返
還
の
ア
イ
デ
ア
を
米
国
側
に
伝
え
た
一
九
五
七
年
四
月
一
三
日
の
岸
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
の
会
談
の
直
後
、
外

務
省
ア
ジ
ア
局
長
の
中
川
融
が
駐
日
米
国
大
使
館
参
事
官
の
モ
ー
ガ
ン
（GeorgeA

.M
organ

）
に
補
足
の
説
明
を
し
た
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
岸
の
部
下
た
ち
は
七
年
の
数
字
を
提
案
し
た
が
、
岸
が
一
〇
年
と
決
め
た
こ
と
。
そ
し
て
中
川
は
、
日
本
の
国
内
事
情
に
関
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一九五七年岸訪米における二段階安保改定構想の検討

し
て
、
一
〇
年
の
期
間
内
に
憲
法
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
自
信
が
あ
る
こ
と
を
モ
ー
ガ
ン
に
伝
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
中
川
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
、
ど
れ
だ
け
岸
政
権
内
部
の
空
気
を
反
映
し
て
い
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
当
時
の
岸
の
発
言
や
後
年
の

回
想
や
、
一
九
六
〇
年
代
の
固
定
延
長
の
主
張
を
考
え
れ
ば
、
岸
が
憲
法
改
正
を
長
期
的
な
課
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
こ
と
は
間
違

い
な
く
、
そ
の
年
数
と
し
て
一
〇
年
を
考
え
て
い
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
話
で
は
な
い
。

　

岸
政
権
は
五
年
の
期
限
を
米
国
に
安
保
見
直
し
を
の
ま
せ
る
説
得
材
料
と
し
て
考
え
て
い
た
。
第
二
案
の
作
成
直
後
、
外
務
省
の
文

書
は
、
日
本
の
要
望
に
対
し
て
予
想
さ
れ
る
米
国
の
反
応
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
米
国
側
が
わ
が
方
の
改
訂
案
に
対
し
て
採
る
べ
き
態
度
は
、
基
本
的
に
は
、
一
昨
年
の
相
互
防
衛
条
約
案
の
場
合
と
異
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
い
ま
だ
そ
の
時
機
に
あ
ら
ず
と
し
て
一
蹴
せ
ん
と
す
る
公
算
が
大
き
い
。
か
り
に
国
務
省
当
局
が
そ
の

気
に
な
つ
て
も
、
国
防
省
側
は
な
か
な
か
こ
れ
に
同
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
壁
を
突
き
破
る
た
め
に
は
、
わ
が
方
の
決
意
の
ほ
ど
を
、
よ
ほ
ど
強
く
先
方
に
イ
ム
プ
レ
ス
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
米
側

が
条
約
の
改
正
を
拒
絶
し
た
場
合
わ
が
方
が
執
る
べ
き
態
度
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
条
約
の
改
正
に
応
じ
た
場
合
に
は
わ
が
方
と
し

て
憲
法
改
正
の
問
題
等
に
つ
い
て
ど
の
程
度
は
つ
き
り
し
た
構
想
を
も
つ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
、
米
側
に
十
分
こ
れ
を
感
得
さ
せ
、

問
題
を
軽
々
に
取
り
扱
う
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。」

　

旧
安
保
条
約
の
再
検
討
・
調
整
を
望
む
日
本
の
決
意
を
米
国
に
印
象
づ
け
る
た
め
、
岸
政
権
は
選
挙
日
程
に
裏
付
け
ら
れ
た
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
構
想
を
考
案
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
そ
の
構
想
は
、
表
向
き
の
憲
法
改
正
実
現
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
に
対
し
、
実
際
に
想
定
し
て
い
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
は
よ
り
時
間
的
な
余
裕
を
も
た
せ
て
い
る
節
が
あ
っ
た
。
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第
三
章　

米
国
の
反
応
と
岸
訪
米

　

第
二
案
作
成
後
、
日
本
側
は
、
安
保
条
約
で
改
め
る
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
国
際
連
合
と
の
関
係
明
確
化
、
在
日
米
軍
の
使
用
と
配
備
に

関
す
る
日
米
協
議
、
五
年
の
固
定
期
限
の
設
定
の
三
点
に
絞
り
、
こ
れ
ら
を
補
助
的
取
り
決
め
（
当
初
は
改
正
議
定
書
の
方
式
を
考
え

た
が
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
と
の
予
備
会
談
後
、
米
上
院
の
批
准
が
不
要
な
交
換
公
文
に
切
り
替
え
た
）
で
実
現
す
る
方
針
を
か
た
め

た
。

　

訪
米
に
先
立
ち
、
岸
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
と
予
備
会
談
を
重
ね
、
四
月
一
三
日
の
会
談
で
他
の
二
つ
の
調
整
ポ
イ
ン
ト
と
と
も
に
、

期
限
に
つ
い
て
申
し
入
れ
を
行
い
、
五
月
一
一
日
の
会
談
で
、
直
近
の
衆
議
院
と
二
年
後
の
参
議
院
、
こ
の
ふ
た
つ
の
国
政
選
挙
に
、

安
保
条
約
の
問
題
と
沖
縄
・
小
笠
原
諸
島
の
問
題
、
両
方
を
解
決
し
た
う
え
で
挑
め
ば
、
憲
法
改
正
に
必
要
な
三
分
の
二
以
上
の
多
数

を
得
ら
れ
る
旨
を
米
国
側
に
伝
え
て
い
る
。

　

し
か
し
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
は
岸
政
権
の
構
想
に
難
色
を
示
し
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
は
米
上
院
の
審
議
で
、「
日
本
は
一
体

い
か
な
る
負
担
を
負
う
用
意
が
あ
る
か
、
も
し
日
本
が
相
互
的
な
条
約
を
欲
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
は
そ
れ
に
伴
う
責
任
を
負
う

用
意
が
あ
る
か
」
な
ど
の
質
問
が
出
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
、
岸
に
注
意
を
喚
起
し
た
。
国
務
省
・
北
東
ア
ジ
ア
部
日
本
課
長
で
あ

る
マ
ー
テ
ィ
ン
（Jam

esV
.M

artinJr.

）
は
、
駐
米
日
本
大
使
館
員
に
対
し
、
五
年
後
、
条
約
が
ど
う
な
る
の
か
、
存
続
す
る
の
か
、

別
の
取
り
決
め
に
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
日
米
の
安
全
保
障
関
係
そ
れ
自
体
が
消
滅
す
る
の
か
、
わ
か
り
に
く
い
旨
を
伝
達
し
た
。

マ
ー
テ
ィ
ン
は
、「
日
本
側
か
ら
こ
の
点
に
つ
い
て
説
明
の
な
か
つ
た
の
は
あ
る
い
は
政
治
的
理
由
に
よ
る
も
の
と
も
解
せ
ら
れ
、
右

事
情
は
米
側
と
し
て
も
了
解
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
、
岸
の
構
想
が
日
本
の
憲
法
問
題
が
か
ら
む
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
る

こ
と
に
理
解
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
「
同
時
に
最
も
関
心
を
有
す
る
点
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
付
け
加
え
、
安
保
問
題
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で
具
体
的
な
合
意
が
難
し
い
点
を
日
本
側
に
伝
え
た
。

　

六
月
の
訪
米
で
は
、
ダ
レ
ス
も
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
と
同
様
の
不
安
を
岸
に
伝
え
て
い
る
。
ダ
レ
ス
は
、
条
約
期
限
の
設
定
は
米
上

院
の
承
認
を
伴
う
こ
と
、
そ
し
て
、
条
約
が
満
了
し
た
と
き
日
米
関
係
が
ど
う
な
る
の
か
、
上
院
に
満
足
な
説
明
が
で
き
な
け
れ
ば
承

認
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
と
、
岸
の
申
し
出
の
う
ち
、
五
年
の
固
定
期
限
を
設
定
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。

　

つ
ま
り
米
国
は
、
五
年
の
固
定
期
限
を
確
た
る
保
証
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
岸
は
旧
安
保
条
約
の
不
備
の
是
正
が
選
挙

の
勝
利
に
つ
な
が
り
、
憲
法
改
正
を
可
能
に
す
る
旨
を
米
国
側
に
伝
え
た
が
、
そ
の
後
、
相
互
防
衛
条
約
と
す
る
こ
と
は
明
示
し
な
か

っ
た
。
五
月
二
五
日
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
ダ
レ
ス
に
送
っ
た
手
紙
に
よ
る
と
、
五
年
の
固
定
期
限
を
提
案
し
た
と
き
、「
岸
は
長
期
的

な
目
的
が
何
か
を
明
言
し
な
か
っ
た
」。
相
互
防
衛
条
約
の
考
え
方
に
は
賛
成
も
反
対
も
せ
ず
、「
考
慮
し
て
い
な
い
」
と
答
え
た
と
い

う
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
日
本
の
国
内
政
治
事
情
と
、
も
し
相
互
防
衛
条
約
と
な
れ
ば
、
日
本
の
防
衛
力
が
ア
ジ
ア

の
他
の
地
域
に
配
備
さ
れ
、
米
国
本
土
や
米
国
領
土
を
守
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
岸
が
考
え
た
た
め
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は

「
岸
に
と
っ
て
政
治
的
に
可
能
で
は
な
い
」
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
付
け
加
え
て
い
る
。
岸
は
憲
法
改
正
の
見
通
し
を
米
国
側
に
語
っ
た

が
、
米
国
は
五
年
の
固
定
期
限
を
相
互
防
衛
条
約
が
実
現
す
る
こ
と
へ
の
保
証
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
岸
の
訪
米
は
一
定
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
た
。
ま
ず
、
国
際
連
合
と
の
関
係
の
明
確
化
は
、
訪
米
の
の

ち
に
、
日
米
両
政
府
間
の
交
換
公
文
の
か
た
ち
で
実
現
し
た
。
事
前
協
議
は
米
国
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
か

わ
り
に
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
で
「
合
衆
国
に
よ
る
そ
の
軍
隊
の
日
本
に
お
け
る
配
備
及
び
使
用
に
つ
い
て
実
行
可
能
な
と
き
は
い
つ
で
も

協
議
す
る
こ
と
を
含
め
て
、
安
全
保
障
条
約
に
関
し
て
生
ず
る
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
政
府
間
の
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
に
意
見

が
一
致
し
た
」
と
記
載
さ
れ
、
両
政
府
間
に
日
米
安
全
保
障
委
員
会
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
し
て
条
約
期
限
に
つ
い
て
は
、「
大
統
領
及

び
総
理
大
臣
は
、
一
九
五
一
年
の
安
全
保
障
条
約
が
本
質
的
に
暫
定
的
な
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
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永
久
に
存
続
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
了
解
を
確
認
し
た
」
と
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
に
記
載
さ
れ
、
安
保
条
約
が
暫

定
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

岸
は
旧
安
保
条
約
を
見
直
す
意
欲
を
も
っ
て
外
相
に
就
任
し
た
直
後
の
外
交
演
説
で
「
日
米
関
係
の
調
整
と
緊
密
化
を
は
か
り
た

い
」
こ
と
を
う
っ
た
え
て
い
る
。
ま
た
一
九
五
七
年
の
訪
米
を
の
ち
に
ふ
り
か
え
っ
て
、「
日
米
の
関
係
を
全
て
に
わ
た
っ
て
対
等
に

す
る
」
考
え
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
と
き
の
岸
の
ね
ら
い
を
要
約
す
れ
ば
、
日
米
関
係
を
「
緊
密
」
で
「
対
等
」
な
も

の
に
す
る
。
そ
の
実
現
の
た
め
安
保
の
調
整
に
取
り
組
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
旧
安
保
条
約
の
不
備
を
直
す
た
め
に
は
米

国
の
条
件
を
考
え
る
と
、
憲
法
改
正
が
必
要
と
な
る
が
、
日
本
に
と
っ
て
改
正
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
旧
安
保
条

約
の
本
文
に
あ
る
不
平
等
な
条
項
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
日
本
国
内
の
不
満
は
お
お
き
く
な
る
。
こ
う
し
た
状
況
で
考
え
出
さ
れ

た
の
が
条
約
期
限
を
め
ど
に
、
憲
法
改
正
の
将
来
の
実
現
を
米
国
に
約
束
し
た
二
段
階
安
保
改
定
の
構
想
で
あ
っ
た
。

　

だ
が
、
そ
の
構
想
に
お
け
る
憲
法
改
正
の
タ
イ
ム
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
必
ず
し
も
現
実
的
な
も
の
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
岸
自
身
、

憲
法
改
正
を
自
身
の
主
要
な
政
治
目
標
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
が
、
国
内
の
厳
し
い
政
治
状
況
が
あ
る
な
か
で
米
国
に
旧
安
保
条
約
の

見
直
し
を
の
ま
せ
る
た
め
に
は
、
憲
法
改
正
の
実
現
性
を
つ
よ
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
直
近
の
選
挙
だ
け
で

「
憲
法
改
正
の
た
め
必
要
な
三
分
の
二
以
上
の
多
数
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
困
難
で
は
な
か
ろ
う
」
と
い
う
楽
観
的
な
見
通
し
は
米
国

の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
ず
、
岸
の
目
指
す
「
緊
密
」
で
「
対
等
」
な
日
米
関
係
の
実
現
は
、
一
九
五
七
年
の
訪
米
で
は
道
半

ば
の
結
果
に
終
わ
っ
た
。

　

翌
年
の
一
九
五
八
年
、
米
国
で
本
格
的
な
安
保
改
定
の
検
討
が
は
じ
ま
っ
た
と
き
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
は
海
外
派
兵
を
条
件
か
ら

取
り
下
げ
る
べ
き
と
す
る
根
拠
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
岸
政
権
の
構
想
の
弱
点
を
指
摘
し
た
。
岸
政
権
は
補
助
的
取
り
決
め
で
不
備
を
是

正
し
て
い
く
方
式
を
考
え
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
憲
法
改
正
の
時
間
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
衆
参
両
院
で
三
分
の
二
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以
上
の
多
数
を
得
る
こ
と
は
現
時
点
で
困
難
で
あ
り
、
憲
法
九
条
の
改
正
は
今
後
数
年
内
に
可
能
と
は
思
わ
れ
な
い
。
仮
に
憲
法
が
改

正
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
海
外
派
兵
を
認
め
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
は
以
上
の
よ
う
な
趣
旨
の
判
断
を
米

本
国
に
伝
達
し
た
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
、
こ
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
米
国
は
憲
法
の
範
囲
内
で
の
安

保
改
定
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

一
九
五
八
年
の
安
保
改
定
交
渉
が
は
じ
ま
っ
た
直
後
の
一
〇
月
九
日
、
岸
は
Ｎ
Ｂ
Ｃ
の
セ
シ
ル
・
ブ
ラ
ウ
ン
（CecilBrow

n

）
記

者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
、「
我
々
は
最
大
の
日
米
協
力
を
可
能
に
す
る
新
し
い
安
保
条
約
を
交
渉
す
る
用
意
が
あ
る
。
日
本
国
憲

法
は
現
在
海
外
派
兵
を
禁
じ
て
い
る
の
で
改
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
は
自
由
世
界
を
防
衛
す
る
戦
い
で
完
全
な
役
割
を
果

た
す
用
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
発
言
し
た
。
一
四
日
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
容
が
Ｎ
Ｂ
Ｃ
で
放
送
さ
れ
る
と
日
本
国
内
で
お
お
き

な
反
響
を
呼
び
、
岸
は
「
安
保
条
約
に
つ
い
て
は
憲
法
の
範
囲
内
で
自
主
性
、
相
互
性
を
も
っ
て
や
っ
て
ゆ
く
」
と
弁
明
に
お
わ
れ
た
。

後
年
、
岸
は
こ
の
と
き
の
発
言
を
「
私
の
持
論
で
あ
り
、
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
の
ほ
う
に
知
ら
せ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
」
と
ふ
り
か
え

っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
岸
は
「
日
本
は
自
由
世
界
を
ま
も
る
役
割
を
果
す
用
意
が
あ
る
が
、
憲
法
を
変
え
る
に

は
時
間
が
か
か
る
だ
ろ
う
」
と
付
け
加
え
、
憲
法
改
正
と
相
互
防
衛
条
約
の
実
現
に
一
定
の
留
保
を
つ
け
て
い
る
。

　

こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
岸
は
憲
法
改
正
と
安
保
条
約
の
相
互
防
衛

化
は
長
期
的
な
政
治
目
標
と
し
て
考
え
て
い
た
。
二
段
階
の
安
保
改
定
構
想
は
、
言
う
な
れ
ば
岸
の
長
期
的
な
政
治
目
標
を
内
包
し
つ

つ
、
国
内
世
論
の
反
発
を
考
慮
に
い
れ
な
が
ら
、
何
と
か
米
国
の
安
保
改
定
へ
の
条
件
と
満
た
そ
う
と
す
る
、
苦
心
の
作
で
あ
っ
た
と

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
59
）

（
60
）

（
61
）

（
62
）

（
63
）

（
64
）

（阪大法学）71（3・4-379）　1069〔2021.11〕



　

安
保
改
定
を
実
現
し
、
政
権
の
座
を
お
り
た
あ
と
岸
は
、
首
相
と
し
て
の
政
治
的
責
任
を
負
わ
な
い
自
由
さ
か
ら
、
あ
る
い
は
自
身

の
政
治
目
標
が
実
現
す
る
兆
し
が
な
い
焦
り
か
ら
か
、
徐
々
に
憲
法
改
正
と
相
互
防
衛
条
約
実
現
へ
の
意
欲
を
強
め
て
い
く
。
一
九
七

〇
年
に
新
安
保
条
約
の
固
定
期
限
が
き
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
九
六
〇
年
代
に
安
保
条
約
の
延
長
論
争
が
お
こ
る
（「
一
九
七
〇
年
問

題
」）。
こ
の
と
き
岸
は
、
固
定
期
限
の
延
長
を
て
こ
に
、
安
保
再
改
定
を
視
野
に
入
れ
た
議
論
を
展
開
し
た
（「
固
定
延
長
論
」）。

　

固
定
延
長
論
が
挫
折
に
終
わ
る
と
、
岸
は
、
憲
法
改
正
の
た
め
の
国
民
運
動
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
、
一
九
六
九
年
五
月
に
自
主
憲

法
制
定
会
議
を
結
成
し
、
九
月
に
は
自
主
憲
法
制
定
期
成
議
員
同
盟
の
会
長
に
就
任
す
る
。
そ
し
て
一
〇
月
に
は
訪
問
先
の
豪
州
キ
ャ

ン
ベ
ラ
で
記
者
会
見
を
お
こ
な
い
、「
日
本
が
国
外
で
軍
事
的
役
割
を
果
せ
る
よ
う
日
本
の
憲
法
を
改
正
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
」
と

安
保
の
相
互
防
衛
化
へ
の
主
張
を
お
こ
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
首
相
退
任
後
の
運
動
は
実
を
結
ば
ず
、
岸
は
一
九
八
七
年
に
亡

く
な
る
。

　

原
彬
久
氏
は
、
岸
は
政
治
目
標
の
実
現
に
国
民
運
動
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
れ
は
戦
後
民
主
主
義
に
対
す
る
岸
の

適
応
で
は
な
い
か
と
示
唆
し
て
い
る
。
一
九
五
七
年
の
訪
米
の
さ
い
に
岸
は
安
保
見
直
し
が
改
憲
へ
の
国
民
運
動
に
寄
与
す
る
点
を
語

っ
た
。
一
九
五
七
年
の
訪
米
を
ま
え
に
、
外
務
省
が
準
備
し
た
想
定
問
答
は
次
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
「
日
本
国
憲
法
の
改
正
が
す
べ
て
に
先
行
す
べ
き
も
の
で
、
条
約
改
正
を
さ
き
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
順
序
が
逆
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
条
約
を
改
正
し
て
し
ま
つ
た
ら
、
日
本
国
民
は
、
も
う
そ
れ
で
満
足
し
て
、
憲
法
の
改
正
に
も
熱
意
を
も
た
な
く
な
る
の
で

は
な
い
か
。」

　

こ
の
問
い
に
対
し
、
想
定
問
答
は
憲
法
改
正
を
先
行
さ
せ
、
安
保
改
定
を
あ
と
ま
わ
し
に
す
る
の
は
「
現
実
か
ら
遊
離
し
た
考
え
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方
」
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
ま
ず
日
本
人
の
安
全
保
障
に
対
す
る
考
え
方
を
「
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
に
し
、
そ
の
た
め
に
「
い
か

に
し
て
日
本
の
安
全
を
確
保
す
る
か
は
日
本
国
民
自
身
の
意
思
に
か
か
つ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
日
本
も
米
国
も
厳
に
国
連
憲
章
に
の

つ
と
つ
て
行
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
を
条
約
で
明
確
に
す
る
、
つ
ま
り
旧
安
保
条
約
を
対
等
な
か
た
ち
に
改
め
る
こ
と
を
先
行
す

べ
き
で
、「
憲
法
の
改
正
は
、
か
く
し
て
こ
う
揚
さ
れ
た
日
本
国
民
の
民
族
意
識
の
基
礎
の
上
に
お
い
て
の
み
可
能
と
な
る
と
信
ず

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
岸
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
動
を
み
る
に
、
こ
の
想
定
問
答
は
岸
の
考
え
を
あ
る
程
度
反
映
さ
せ
た
も
の
と
み
て
い
い

で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
、
岸
の
政
治
思
想
に
お
け
る
精
神
面
を
重
視
し
た
国
民
運
動
へ
の
期
待
が
、
憲
法
改
正
や
相
互
防
衛
条
約
実
現

へ
の
甘
い
見
通
し
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

原
彬
久
『
日
米
関
係
の
構
図
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
一
年
）
一
九
八
頁
。

坂
元
一
哉
『
日
米
同
盟
の
絆
［
増
補
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
第
四
章
。

河
野
康
子
「「
同
盟
」
の
制
度
化
と
日
米
関
係
」『
国
際
政
治
』
第
一
二
七
巻
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
五
月
）。

原
彬
久
編
『
岸
信
介
証
言
録
』（
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
四
五
頁
。

岸
の
二
段
階
の
安
保
改
定
構
想
も
含
め
一
九
五
七
年
の
岸
訪
米
に
つ
い
て
は
近
年
、
次
の
よ
う
な
研
究
が
出
て
い
る
。
吉
田
真
吾
『
日
米

同
盟
の
制
度
化
─
─
発
展
と
深
化
の
歴
史
過
程
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）、
西
村
真
彦
「
一
九
五
七
年
岸
訪
米
と
安
保
改
定

（
一
）（
二
）（
三
・
完
）」『
法
学
論
叢
』
第
一
七
八
巻
第
二
号
、
第
一
七
九
巻
第
二
号
、
同
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
）。

岸
の
戦
後
の
政
治
活
動
や
そ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
岸
信
介
・
矢
次
一
夫
・
伊
藤
隆
『
岸
信
介
の
回
想
』（
文
芸
春
秋
、
一
九
八
一
年
）、

岸
信
介
『
岸
信
介
回
顧
録
』（
廣
済
堂
出
版
、
一
九
八
三
年
）、
原
編
『
岸
信
介
証
言
録
』、
原
彬
久
『
岸
信
介
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
五
年
）、

岩
見
隆
夫
『
昭
和
の
妖
怪
岸
信
介
』（
中
公
文
庫
、
二
〇
一
二
年
）、
高
坂
正
堯
「
吉
田
茂
以
後
」『
宰
相
吉
田
茂
』（
中
公
叢
書
、
一
九
六
八

年
）、
北
岡
伸
一
「
岸
信
介
」
渡
邉
昭
夫
『
戦
後
日
本
の
宰
相
た
ち
』（
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
を
参
照
。

『
毎
日
新
聞
』
一
九
五
二
年
四
月
一
五
日
朝
刊
一
面
。

岸
信
介
「
眞
の
独
立
日
本
の
た
め
に
」『
風
聲
』（
昭
和
二
九
年
一
月
号
）
岸
『
岸
信
介
回
顧
録
』
所
収
。
同
一
〇
八-

一
〇
九
頁
。
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下
田
武
三
『
戦
後
日
本
外
交
の
証
言
〈
下
〉』（
行
政
問
題
研
究
所
、
一
九
八
五
年
）
二
八-

二
九
頁
。

西
村
熊
雄
『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
・
日
米
安
保
条
約
』（
中
公
文
庫
、
一
九
九
九
年
）
四
六
頁
。
旧
安
保
条
約
の
成
立
の
経
緯

に
つ
い
て
は
、
坂
元
前
掲
書
第
一
章
、
楠
綾
子
『
吉
田
茂
と
安
全
保
障
政
策
の
形
成
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

岸
信
介
「
新
保
守
黨
論
」『
改
造
』
第
三
四
巻
六
号
（
一
九
五
三
年
五
月
）
九
二
頁
。

自
由
党
憲
法
調
査
会
「
日
本
国
憲
法
改
正
案
要
綱
」（
一
九
五
四
年
一
一
月
五
日
）
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
。

大
嶽
秀
夫
編
『
戦
後
日
本
防
衛
問
題
資
料
集　

第
三
巻
自
衛
隊
の
創
設
』（
三
一
書
房
、
一
九
九
三
年
）
六
五
頁
。
た
だ
し
、
翌
一
九
五

五
年
一
月
の
政
策
要
綱
で
は
、
芦
田
均
な
ど
の
反
対
が
あ
っ
た
た
め
か
、
安
保
改
定
の
記
述
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
矢
嶋
光
『
芦
田
均
と
日
本

外
交
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
）
二
四
八
頁
。

原
編
『
岸
信
介
証
言
録
』
八
六
頁
。

『
読
売
新
聞
』
一
九
五
六
年
七
月
一
〇
日
夕
刊
一
面
。

重
光
訪
米
に
つ
い
て
は
、
坂
元
前
掲
書
第
三
章
、
波
多
野
澄
雄
『
歴
史
と
し
て
の
日
米
安
保
条
約
─
─
機
密
外
交
記
録
が
明
か
す
「
密

約
」
の
虚
実
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
第
一
章
参
照
。

原
編
『
岸
信
介
証
言
録
』
一
二
二
頁
。

「
外
務
大
臣
国
務
長
官
会
談
メ
モ
（
第
二
回
）」（
昭
和
三
〇
年
八
月
三
〇
日
）
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
「
日
米
安
保
条
約
の
改
正
に
係

る
経
緯
⑧
」（0611-2010-0791-08,H

22-003
）。

M
em

orandum
byM

r.RobertA
.FeareyoftheO

fficeofN
ortheastA

sianA
ffairs,T

okyo,1951,Foreign R
elations of 

the U
nited States

（
以
下
、FRU

S

と
略
す
）,1951,V

ol.V
I,A

siaandthePacific,Part1,p.858.

『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
五
年
一
月
一
四
日
夕
刊
一
面
。
ま
た
、
同
じ
時
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
対
談
で
、
憲
法
改
正
が
実
現
す
る
見
通
し
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
れ
も
草
創
の
際
に
、
バ
タ
バ
タ
や
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
だ
と
思
う
ん
で
す
。
明
治
憲
法
を
作
る
場
合
に

も
あ
あ
い
う
ふ
う
に
か
か
っ
て
い
る
ん
だ
し
、
こ
ん
ど
の
民
主
憲
法
は
国
民
投
票
を
要
求
し
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
い
う
て

も
で
す
よ
。
大
体
保
守
党
の
立
場
の
人
の
結
論
は
出
て
ま
す
け
れ
ど
ね
、
そ
れ
は
各
方
面
の
批
判
も
き
き
、
国
民
に
も
納
得
せ
し
め
る
態
度
で

す
。」
岸
信
介
・
木
舎
幾
三
郎
「
政
局
の
波
紋
は
ど
う
動
く
？
」『
政
界
往
来
』
第
二
一
巻
一
号
（
政
界
往
来
社
、
一
九
五
五
年
一
月
）
一
二
四

-

一
二
五
頁
。
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一九五七年岸訪米における二段階安保改定構想の検討

岸
『
岸
信
介
回
顧
録
』
二
九
八
頁
。
重
光
訪
米
が
岸
に
与
え
た
教
訓
に
つ
い
て
は
、
坂
元
前
掲
書
一
六
七-

一
七
〇
頁
、
一
八
八-

一
九

〇
頁
。欧

米
局
「
防
衛
問
題
に
関
す
る
対
米
交
渉
方
針
（
案
）」（
昭
和
三
〇
年
九
月
二
二
日
）
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
「
重
光
外
務
大
臣
訪
米

関
係
一
件　

準
備
資
料
第
一
巻
」（A

ʼ.1.5.2.3-2,

二
〇
二
〇
年
一
月
三
一
日
外
交
記
録
公
開
）。
な
お
、
欧
米
局
は
重
光
訪
米
前
よ
り
重
光

試
案
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。
安
川
壮
『
忘
れ
得
ぬ
思
い
出
と
こ
れ
か
ら
の
日
米
外
交
』（
世
界
の
動
き
社
、
一
九
九
一
年
）
四
二-

五

一
頁
。欧

米
一
「
日
ソ
復
交
後
の
対
米
関
係
処
理
方
針
（
案
）」（
昭
和
三
一
年
一
二
月
一
九
日
）
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
「
岸
総
理
第
一
次
訪

米
関
係
一
件　

準
備
資
料
第
一
巻
」（A

ʼ.1.5.2.4-2,

二
〇
一
八
年
一
二
月
一
九
日
外
交
記
録
公
開
）。

原
編
『
岸
信
介
証
言
録
』
一
一
六-

一
一
九
頁
。

第
一
案
に
つ
い
て
は
、
吉
田
前
掲
書
、
西
村
「
一
九
五
七
年
岸
訪
米
と
安
保
改
定
（
二
）」
も
参
照
。

条
約
局
「
日
米
安
全
保
障
条
約
改
訂
案
」（
昭
和
三
二
年
三
月
一
一
日
）「
岸
総
理
第
一
次
訪
米
関
係
一
件　

準
備
資
料
第
一
巻
」。

同
右
。

条
約
局
「
日
米
安
全
保
障
条
約
の
改
訂
案
の
説
明
」（
昭
和
三
二
年
三
月
一
一
日
）「
岸
総
理
第
一
次
訪
米
関
係
一
件　

準
備
資
料
第
一

巻
」。条

約
局
「
日
米
安
全
保
障
条
約
改
訂
案
（
第
二
案
）」（
昭
和
三
二
年
三
月
一
三
日
）「
岸
総
理
第
一
次
訪
米
関
係
一
件　

準
備
資
料
第
一

巻
」。吉

田
前
掲
書
五
〇-

五
一
頁
、
西
村
「
一
九
五
七
年
岸
訪
米
と
安
保
改
定
（
二
）」
一
三
三-

一
三
四
頁
。

前
掲
「
日
米
安
全
保
障
条
約
改
訂
案
（
第
二
案
）」。

条
約
局
「
安
保
条
約
改
正
案
に
関
す
る
擬
問
擬
答
」（
昭
和
三
二
年
五
月
六
日
）「
岸
総
理
第
一
次
訪
米
関
係
一
件　

準
備
資
料
第
一
巻
」。

こ
の
と
き
の
選
挙
結
果
に
つ
い
て
は
、
石
川
真
澄
『
戦
後
政
治
史　

新
版
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
四
年
）
七
九
頁
、
二
四
六-

二
四
七

頁
。

吉
田
政
権
な
ど
は
緑
風
会
の
与
党
化
を
こ
こ
ろ
み
て
失
敗
し
て
い
る
。
ま
た
、
議
席
数
も
し
だ
い
に
減
少
し
て
い
っ
た
。
竹
中
治
堅
『
参

議
院
と
は
何
か　

一
九
四
七
～
二
〇
一
〇
』（
中
公
叢
書
、
二
〇
一
〇
年
）
第
一
章
参
照
。
緑
風
会
の
議
席
数
減
少
は
石
川
『
戦
後
政
治
史　
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新
版
』
参
照
。

自
主
憲
法
期
成
議
員
同
盟
会
長
と
な
っ
た
広
瀬
久
忠
・
緑
風
会
政
調
会
長
な
ど
積
極
的
な
憲
法
改
正
派
は
い
た
が
、
そ
の
広
瀬
も
一
九
五

六
年
七
月
の
参
議
院
議
員
選
挙
に
あ
た
っ
て
は
「
改
憲
を
主
張
す
る
と
な
る
と
候
補
者
自
身
が
個
々
の
改
正
点
に
つ
い
て
相
当
具
体
的
に
研
究

し
て
い
な
い
と
大
衆
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
憲
法
改
正
を
め
ぐ
る
複
雑
な
党
内
事
情
を
吐
露
し
て
い
る
。『
読
売
新
聞
』
一
九

五
六
年
七
月
一
日
朝
刊
九
面
。

実
際
の
第
六
回
参
議
院
議
員
選
挙
は
一
九
六
二
年
七
月
一
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

原
編
『
岸
信
介
証
言
録
』
九
四
頁
。

『
読
売
新
聞
』
一
九
五
六
年
六
月
一
〇
日
一
面
。
翌
週
に
も
、「
成
案
を
得
た
ら
憲
法
改
正
是
か
非
か
を
国
民
に
問
う
た
め
総
選
挙
を
行

う
つ
も
り
だ
」
と
同
様
の
主
張
を
お
こ
な
っ
た
。『
読
売
新
聞
』
一
九
五
六
年
六
月
一
六
日
朝
刊
一
面
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
岸
の
発
言
に

は
、
選
挙
戦
を
有
利
に
す
す
め
る
た
め
、
あ
え
て
発
言
し
た
面
も
あ
り
、
そ
う
し
た
観
測
も
報
道
さ
れ
て
い
る
。『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
六
年

六
月
一
七
日
朝
刊
三
面
。

条
約
局
「
安
全
保
障
条
約
の
改
訂
に
つ
い
て
（
対
米
申
入
れ
用
メ
モ
）」（
昭
和
三
二
年
三
月
二
二
日
）「
岸
総
理
第
一
次
訪
米
関
係
一
件　

準
備
資
料
第
一
巻
」。

条
約
期
限
に
た
い
す
る
米
国
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
安
保
条
約
の
条
約
期
限
に
関
す
る
考
察
（
一
）（
二
）」『
阪
大
法
学
』
第

六
九
巻
五
号
・
六
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
・
三
月
）。

「
領
土
問
題
（
対
米
申
入
れ
用
メ
モ
）」（
昭
和
三
二
年
四
月
一
日
）「
岸
総
理
第
一
次
訪
米
関
係
一
件　

準
備
資
料
第
一
巻
」。

条
約
局
「
領
土
問
題
に
関
す
る
擬
問
擬
答
」（
昭
和
三
二
年
五
月
六
日
）「
岸
総
理
第
一
次
訪
米
関
係
一
件　

準
備
資
料
第
一
巻
」。

Prim
eM

inistersProposalsonRyukyuanIslands,T
okyo,A

pril13,1957,CetralFiles611.94/4-1757.

（
石
井
修
・
小
野

直
樹
監
修
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
対
日
政
策
文
書
集
成
Ⅳ　

日
米
外
交
防
衛
問
題　

一
九
五
七
年
第
三
巻
』
一
九
一
─
一
九
三
頁
）、
河
野
『
沖

縄
返
還
を
め
ぐ
る
政
治
と
外
交
』
一
五
三-

一
五
四
頁
。「
領
土
問
題
（
対
米
申
入
れ
メ
モ
）」
は
、
タ
イ
プ
で
「
七
年
」
と
打
た
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
、
手
書
き
で
「
十
年
」
と
随
所
で
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
「
領
土
問
題
（
対
米
申
入
れ
用
メ
モ
）」。
な
お
、
憲
法
改
正
と
沖
縄
の
施

政
権
返
還
を
連
動
さ
せ
る
構
想
は
、
自
民
党
の
沖
縄
問
題
特
別
委
員
会
に
す
で
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
河
野
「
日
米
安
保
条
約
改
定
交
渉
と

沖
縄
」
坂
本
一
登
・
五
百
旗
頭
薫
編
『
日
本
政
治
史
の
新
地
平
』（
吉
田
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
四
三
一-

四
三
六
頁
。
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「
安
保
条
約
改
訂
案
に
対
し
て
米
側
が
示
す
べ
き
反
応
と
こ
れ
に
対
す
る
対
策
」（
昭
和
三
二
年
三
月
一
六
日
）「
岸
総
理
第
一
次
訪
米
関

係
一
件　

準
備
資
料
第
一
巻
」。

西
村
「
一
九
五
七
年
岸
訪
米
と
安
保
改
定
（
二
）」
一
三
五-

一
四
一
頁
。

文
書
課
長
「
岸
総
理
・
マ
ツ
カ
ー
サ
ー
米
大
使
会
談
要
旨
（
訪
米
予
備
会
談
第
二
回
）」（
昭
和
三
二
年
四
月
一
三
日
）
外
務
省
外
交
史
料

館
所
蔵
「
岸
総
理
第
一
次
訪
米
関
係
一
件　

岸
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
予
備
会
談
（
於
東
京
）
第
一
巻
」（A

ʼ.1.5.2.4-1,

二
〇
一
八
年
一
二
月

一
九
日
外
交
記
録
公
開
）。
な
お
、
申
し
入
れ
の
際
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
手
交
し
た
文
書
は
「
安
全
保
障
態
勢
」（SecurityandD

efense
A

rrangem
ent

）「
岸
総
理
第
一
次
訪
米
関
係
一
件　

岸
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
予
備
会
談
（
於
東
京
）
第
一
巻
」。

文
書
課
長
「
岸
総
理
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
米
大
使
会
談
要
旨
（
訪
米
予
備
会
談
第
七
回
）」（
昭
和
三
二
年
五
月
一
一
日
）「
岸
総
理
第
一
次

訪
米
関
係
一
件　

岸
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
予
備
会
談
（
於
東
京
）
第
一
巻
」。
岸
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
へ
の
説
明
に
あ
た
っ
て
参
照
し
た
文
書
は
、

「
日
米
協
力
に
対
す
る
日
本
政
府
の
決
意
」（
昭
和
三
二
年
五
月
一
〇
日
）「
岸
総
理
第
一
次
訪
米
関
係
一
件　

岸
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
予
備
会
談

（
於
東
京
）
第
一
巻
」。
ま
た
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
お
こ
な
わ
れ
た
岸
訪
米
の
た
め
の
準
備
会
議
の
席
で
、
も
し
米
国

が
岸
の
要
望
を
の
め
ば
、
こ
の
一
、
二
年
で
憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
岸
の
意
見
を
ダ
レ
ス
ら
米
政
府
上
層
部
に
伝
え
て
い
る
。

M
em

orandum
ofaConferenceW

iththePresident,W
hiteH

ouse,W
ashington,June18,1957,FR

U
S, 1955-1957, V

ol.
X

X
III,Part1,Japan,p.358.

文
書
課
長
「
岸
総
理
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
米
大
使
会
談
要
旨
（
訪
米
予
備
会
談
第
八
回
）」（
昭
和
三
二
年
五
月
一
五
日
）「
岸
総
理
第
一
次

訪
米
関
係
一
件　

岸
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
予
備
会
談
（
於
東
京
）
第
一
巻
」。

「
マ
ー
テ
ィ
ン
内
話
（
四
月
十
六
日
及
び
十
八
日
）」
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
「
岸
総
理
第
一
次
訪
米
関
係
一
件　

第
一
巻
」

（A
ʼ.1.5.2.4,

二
〇
一
八
年
一
二
月
一
九
日
外
交
記
録
公
開
）。

M
em

orandum
ofaConversation,SecretaryD

ullesʼO
ffice,D

epartm
entofState,W

ashington,June20,1957,11a.m
.,

FR
U

S, 1955-1957, V
ol.X

X
III,Part1,Japan,p.388.

な
お
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
と
の
予
備
会
談
に
あ
た
っ
て
政
府
内
で
は
、
岸
個
人
の
考
え
と
し
て
「
終
局
的
に
は
日
本
も
米
国
と
の
間
に
、

真
の
意
味
の
相
互
防
衛
態
勢
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
」
方
針
の
予
定
が
た
て
ら
れ
て
い
た
。「
第
二

回
総
理
マ
ツ
ク
ア
ー
サ
ー
会
談
に
対
す
る
方
針
（
案
）」（
昭
和
三
二
年
四
月
一
三
日
）「
岸
総
理
第
一
次
訪
米
関
係
一
件　

岸
・
マ
ッ
カ
ー

（
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サ
ー
予
備
会
談
（
於
東
京
）
第
一
巻
」。

LetterFrom
theA

m
bassadorinJapan(M

acA
rthur)totheSecretaryofState,T

okyo,M
ay25,1957,FR

U
S, 1955-

1957, V
ol.X

X
III,Part1,Japan,pp.328-329.

お
そ
ら
く
重
光
の
教
訓
が
岸
を
慎
重
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
坂
元
前
掲
書
一
六
四-

一
六
七
頁
参
照
。
日
本
側
の
負
担
分
担
の
意
思
に
対

す
る
米
国
側
の
反
応
に
つ
い
て
は
、
吉
田
前
掲
書
五
一-

五
三
頁
。

共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
の
内
容
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
世
界
と
日
本
」https://w

orldjpn.grips.ac.jp/docum
ents/texts/JPU

S/1957062
1.D

1J.htm
l

（
二
〇
二
一
年
九
月
一
日
ア
ク
セ
ス
）。
一
九
五
七
年
の
岸
訪
米
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
坂
元
前
掲
書
一
八
八-

一
九
〇
頁
参
照
。

「
昭
和
三
二
年
二
月
四
日
衆
議
院
本
会
議
第
四
号
」
国
会
議
事
録
検
索
シ
ス
テ
ムhttp://kokkai.ndl.go.jp

（
二
〇
二
一
年
九
月
一
日

ア
ク
セ
ス
）。

岸
・
矢
次
・
伊
藤
『
岸
信
介
の
回
想
』
一
八
〇-

一
八
一
頁
。

条
約
局
「
安
保
条
約
改
訂
案
に
関
す
る
擬
問
擬
答
」（
昭
和
三
二
年
三
月
一
六
日
）「
岸
総
理
第
一
次
訪
米
関
係
一
件　

準
備
資
料
第
一

巻
」。こ

の
と
き
も
岸
政
権
は
二
段
階
の
安
保
改
定
構
想
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
拙
稿
「
安
保
条
約
の
条
約
期
限
に
関
す
る
考
察
（
一
）

（
二
）」
参
照
。

T
elegram

From
theEm

bassyinJapantotheD
epartm

entofState,T
okyo,A

ugust1,1958,6p.m
.,FR

U
S, 1958-

1960,V
olum

e.X
V

III,JA
PA

N
;K

O
REA

,p.47.

一
九
五
八
年
以
降
の
安
保
改
定
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
原
『
日
米
関
係
の
構
図
』
第
四
章
、
坂
元
前
掲
書
第
四
章
、
吉
田
前
掲
書
五
七-

七
八
頁
参
照
。

『
毎
日
新
聞
』
一
九
五
八
年
一
〇
月
一
五
日
夕
刊
一
面
。

原
編
『
岸
信
介
証
言
録
』
一
九
一
頁
。

『
読
売
新
聞
』
一
九
五
八
年
一
〇
月
一
七
日
朝
刊
二
面
。

安
保
改
定
に
お
け
る
米
国
の
条
件
が
い
か
に
日
本
政
府
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
だ
っ
た
か
は
、
以
下
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

一
九
五
八
年
七
月
三
〇
日
、
藤
山
外
相
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
の
会
談
が
ひ
ら
か
れ
た
。
こ
の
会
談
の
席
で
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
は
、「
相
互
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援
助
方
式
の
障
碍
は
海
外
派
兵
で
あ
つ
て
、
之
は
憲
法
改
正
す
る
迄
は
出
来
な
い
」
と
い
う
日
本
側
の
事
情
に
理
解
を
示
し
た
う
え
で
、「
全

く
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ベ
イ
シ
ス
の
話
」
と
し
て
、
現
行
憲
法
の
枠
内
で
相
互
型
の
条
約
を
つ
く
る
こ
と
へ
の
見
解
を
藤
山
に
た
だ
し
た
。
こ
れ
に

対
し
藤
山
は
「
完
全
に
対
等
な
相
互
援
助
条
約
で
あ
る
な
ら
当
然
自
衛
隊
が
米
本
国
迄
派
遣
さ
れ
る
こ
と
も
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は

憲
法
改
正
を
待
た
ず
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
、
あ
く
ま
で
日
本
の
目
的
は
旧
安
保
条
約
に
ふ
く
ま
れ
る
不
備
を
是
正
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
補
助
的
取
り
決
め
に
よ
っ
て
お
こ
な
う
こ
と
が
適
当
と
返
答
し
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
は
再
度
同
じ
問
い
か
け
を
す
る
が
藤
山
の
返

答
は
変
わ
ら
ず
、
米
側
の
ス
ナ
イ
ダ
ー
書
記
官
に
う
な
が
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
三
度
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
が
「
日
本
が
条
約
上
海
外
派
兵
し

な
く
と
も
よ
い
と
い
う
形
で
相
互
防
衛
援
助
条
約
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
場
合
日
本
側
は
新
条
約
を
考
慮
さ
れ
る
お
気
持
ち
は
あ
る
で
あ
ろ
う

か
」
と
た
ず
ね
る
こ
と
で
藤
山
は
「
斯
る
新
条
約
は
好
ま
し
い
と
思
う
」
と
答
え
、
岸
と
相
談
す
る
旨
を
米
国
側
に
伝
え
て
い
る
。「
七
月
三

十
日
藤
山
大
臣
在
京
米
大
使
会
談
録
抜
萃
」
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
「
日
米
安
保
条
約
の
改
正
に
係
る
経
緯
①
」（0611-2010-0791-01,

H
22-003

）。

　

こ
の
会
談
に
同
席
し
た
東
郷
文
彦
ア
メ
リ
カ
局
安
全
保
障
課
長
は
回
顧
録
の
な
か
で
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
の
申
し
入
れ
を
「
予
測
し
て
い

な
か
っ
た
」
と
述
べ
、
米
国
側
の
安
保
改
定
の
条
件
（
海
外
派
兵
）
は
日
本
の
「
憲
法
上
の
制
約
と
抵
触
し
得
る
内
容
」
で
あ
り
、
日
本
と
し

て
は
相
互
型
の
条
約
を
つ
く
る
よ
う
な
提
案
は
「
迂
闊
に
は
持
ち
出
せ
な
い
と
考
え
て
い
た
」
と
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
。
東
郷
文
彦
『
日
米
外

交
三
十
年
』（
世
界
の
動
き
社
、
一
九
八
二
年
）
五
六-

六
一
頁
。

拙
稿
「
安
保
条
約
の
条
約
期
限
に
関
す
る
考
察
（
二
）」
九
五-

九
八
頁
。

『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
九
年
一
〇
月
三
日
朝
刊
二
面
。
一
九
七
一
年
七
月
二
二
日
に
は
「
地
域
的
集
団
安
全
取
り
決
め
に
日
本
が
参
加
で

き
る
よ
う
憲
法
改
正
を
希
望
す
る
」
こ
と
を
公
表
し
て
い
る
。『
読
売
新
聞
』
一
九
七
一
年
七
月
二
三
日
朝
刊
二
面
。

原
『
岸
信
介
』
一
四
八-

一
四
九
頁
。

前
掲
「
安
保
条
約
改
正
案
に
関
す
る
擬
問
擬
答
」（
昭
和
三
二
年
五
月
六
日
）。

同
右
。

岸
は
国
民
的
な
議
論
と
運
動
を
重
視
す
る
傾
向
に
あ
り
、
一
九
五
八
年
八
月
に
安
保
改
定
が
動
き
出
し
た
際
も
「
論
議
は
烈
し
い
も
の
で

あ
ろ
う
が
、
此
れ
を
経
た
上
は
相
当
期
間
に
亘
っ
て
日
米
関
係
を
安
定
し
た
基
礎
に
お
く
事
が
出
来
る
」
と
述
べ
て
い
る
。「
八
月
二
十
五
日

総
理
、
外
務
大
臣
、
在
京
米
大
使
会
談
録
」「
日
米
安
保
条
約
の
改
正
に
係
る
経
緯
①
」。
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